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人件費に関する町の取り組み 人件費に関する町の取り組み 人件費に関する町の取り組み 

■ 人件費（平成１５年度決算額） 

■ 職員給与の状況（平成１６年度当初予算額） 

■ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成１６年4月1日現在） 

区　分 人件費（B） 実質収支 人件費率 
（B）/（A） 歳出額（A） 

一般会計 

千円 千円 ％ 千円 

8,288,757 361,68830.6%2,534,343

4特別会計 124,9581.5%118,6038,149,290

合　計 486,64616.1%2,652,94616,438,047

区　分 
一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均給料月額 平均年齢 平均年齢 

大磯町 

円 歳 円 歳 

346,105 49.7270,21242.4

国 283,384 47.940.2327,555

※住民基本台帳人口（H16.3.31現在）33,124人 
※人件費には町長、助役、収入役、議員等の特別職に支給される給料、 
報酬等を含む。 

※一般行政職には、消防職員、保育士等は含みません。 
※技能労務職とは、調理員、運転員、作業員等の職種をいう。 

区　分 職員数（A） 計（B） 
給　与　費 一人あたり 

の給与費 
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 （B）/（A） 

一般会計 

人 千円 千円 千円 千円 千円 

272 1,078,340 299,685 471,317 1,849,342 6,799

4特別会計 18 65,158 21,099 27,880 114,137 6,341

合　計 290 1,143,498 320,784 499,197 1,963,479 6,771
※特別職は含まない。 

町の財政状況等をふまえた中で、町独自による人件費の削減を実施しました。 
平成16年度中の削減額は、総額で約3,500万円が見込まれており、職員一人あたり約12万円減額されることになります。 

■ 職員手当の状況（平成１６年4月1日現在） （月額） 

扶養手当 

配偶者 14,100円 

配偶者以外の扶養 
親族のうち2人まで 

配偶者のいない職員 
の扶養親族のうち1人 

11,000円 

6,500円 

その他の扶養親族 5,000円 

住居手当 27,000円限度 

通勤手当 交通機関利用 定期券相当額 

片道2km以上 自転車等交通用具使用 20,900円限度 

調整手当 

期末・勤勉手当 
（１５年度支給割合） 

支給率 
階 
級 

主任主事級以下 

副主幹級・主査級 

部長級・課長級 8% 

9% 

10% 

支給対象職員 全職員 

支給対象職員1人当たり 
平均支給年額（15年度決算） 

442,752円 

区　分 合　計 勤　勉 期　末 
6月期 1.55月分 0.70月分 2.25月分 
12月期 1.45月分 0.70月分 2.15月分 
合　計 1.40月分 4.40月分 3.00月分 

職
員
手
当
の
減
額
状
況 

平成15年度 平成16年度 増　　減 
調整手当 
（支給率） 

住居手当 

階　級 
部長級・課長級 

副主幹級・主査級 10% 9% △1%
10% 8% △2%

貸　　家 
持　　家 
同　　居 5,000円 3,000円 △2,000円 

12,000円 10,000円 △2,000円 
29,000円 27,000円 △2,000円 

管理職手当 
（支給率） 

階　級 
部長級 
課長級 
副主幹級 15% 12% △3%

17% 14% △3%
18% 15% △3%

特殊勤務手当 平成16年4月より「消防職救助災害時」以外の特殊勤務手当を廃止 


